
▼
寺
子
屋
か
ら
小
学
校
へ

　

日
本
に
お
け
る
初
等
教
育
の
始

ま
り
は
、
一
八
七
二
（
明
治
５
）
年

「
学
制
」
の
発
布
。
学
問
内
容
は

実
学
が
中
心
で
、
い
わ
ゆ
る
開
明

政
策
の
一
環
で
し
た
。
全
国
に
５

万
あ
ま
り
の
小
学
校
を
つ
く
り
、

６
歳
以
上
の
全
て
の
男
女
が
小
学

校
教
育
を
受
け
る
こ
と
と
定
め
ま

し
た
。

　

短
期
間
で
急
激
に
小
学
校
制
度

が
整
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
寺
子

屋
の
普
及
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が

大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
幕

末
に
は
す
で
に
全
国
で
数
万
の
寺

子
屋
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
多
く
の
小
学
校
が
寺

子
屋
や
私
塾
、
郷
学
校
な
ど
の
庶

民
教
育
機
関
が
母
体
と
な
っ
て
誕

生
し
ま
し
た
。
中
に
は
藩
校
や
武

家
の
教
育
機
関
か
ら
成
立
し
た
も

の
も
あ
り
、
程
度
の
高
い
学
校
と

し
て
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

た
だ
し
、
多
く
は
寺
子
屋
が
母
体

の
簡
単
な
初
等
教
育
機
関
と
し
て

発
足
し
ま
し
た
。

▼
明
治
初
期
～
昭
和
初
期
・
義
務

　

教
育
制
度
の
変
遷

　

そ
の
後
、
明
治
時
代
の
う
ち
に

何
度
も
改
正
が
加
え
ら
れ
ま
し

た
。一
八
八
六
（
明
治
19
）
年
の
「
小

学
校
令
」
で
は
、
小
学
校
を
尋
常

・
高
等
の
２
段
階
に
分
け
て
各
４

年
制
に
し
、
こ
の
う
ち
尋
常
小
学

校
の
４
年
間
は
「
保
護
者
に
子
ど

も
を
就
学
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
」

と
規
定
。
こ
れ
が
「
義
務
教
育
」

の
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
の
法
改

正
な
ど
に
よ
り
、
授
業
料
無
償
、

６
年
制
な
ど
現
在
の
制
度
に
近
づ

い
て
い
き
ま
す
。

▼
明
治
期
の
初
等
教
育
史

▽
一
八
七
二
年
「
学
制
」
下
等
・

　

上
等
小
学
校
が
誕
生
。
教
育
年

　

限
は
各
４
年
の
計
８
年
。
授
業

　

料
有
償
。　
　
　
　
　
　
　
　

▽
一
八
七
九
年
「
教
育
令
」
教
育

　

年
限
は
基
本
８
年
で
最
短
規
定

　

16
ヶ
月
に
。　
　
　
　
　
　
　

▽
一
八
八
〇
年
「
改
正
教
育
令
」

　

教
育
年
限
は
８
年
だ
が
最
短
規

　

定
が
３
年
に
。　
　
　
　
　
　

▽
一
八
八
六
年「
小
学
校
令
」
「
義

　

務
教
育
」
の
文
言
が
登
場
。
義

　

務
教
育
は
尋
常
小
学
校
３
～
４

　

年
間
と
規
定
。
※
義
務
教
育
の

　

開
始
年
は
他
説
も
あ
り
。　
　

▽
一
八
九
〇
年
「
第
２
次
小
学
校

　

令
」
地
方
に
学
校
設
置
を
義
務

　

化
。学
校
に
通
学
し
な
く
て
も
、

　

家
庭
学
習
に
よ
り
就
学
義
務
が

　

果
た
さ
れ
る
と
の
規
定
が
登
場

▽
一
九
〇
〇
年
「
第
３
次
小
学
校

　

令
」
義
務
教
育
は
尋
常
小
学
校

　

４
年
に
、
授
業
料
が
無
償
に
成

　

な
り
、
通
学
率
が
上
昇
す
る
。

▽
一
九
〇
七
年
「
第
５
次
小
学
校

　

令
」
義
務
教
育
は
尋
常
小
学
校

　

６
年
に
。　
　
　
　
　
　
　
　

▼
戦
後
～
現
代

　

戦
後
の
一
九
四
七
（
昭
和
22
）

年
、「
教
育
基
本
法
」
、「
学
校
教
育

法
」
が
制
定
。国
民
学
校
初
等
科
は

「
小
学
校
」
に
改
組
さ
れ
る
。
小
学

校
６
年
、
中
学
校
３
年
の
９
年
が

義
務
教
育
と
な
り
、
現
在
ま
で
継

続
。
各
学
校
の
教
科
で
教
え
る
内

容
を
示
し
た
「
学
習
指
導
要
領
」
も

同
時
期
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
以
後

何
度
も
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

新
年
１
月
中
旬
よ
り
教
育
博
物

館
多
目
的
室
で
、
学
制
発
布
以
降

の「
学
校
系
統
図
」
（
年
代
毎
の
学

校
の
し
く
み
）
パ
ネ
ル
10
枚
、当
時

の
教
科
書
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

▽
一
九
四
一
年
「
国
民
学
校
令
」

　

尋
常
小
学
校
は
「
国
民
学
校
初

　

等
科
」
と
な
る
。
同
高
等
科
の

　

２
年
を
含
め
た
８
年
が
義
務
教

　

育
に（
戦
時
下
の
特
例
で
実
質

　

は
６
年
）「
第
２
次
小
学
校
令
」

　

以
来
の
「
学
校
に
通
学
し
な
く

　

て
も
、
家
庭
学
習
に
よ
り
就
学

　

義
務
が
果
た
さ
れ
る
」
と
の
規

　

定
が
な
く
な
る
。

▼
昭
和
期


